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2021 地球温暖化への対策

１ 経緯
県では、平成 23年３月に策定し、平成 29 年３

月に改定した「高知県地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）」に基づき、計画期間を令和 12年

までとして温室効果ガスの削減目標の達成を目

指してきました。

しかし、平成 30年 10 月の第 48回 IPCC 総会に

おける「1.5℃報告書」の採択や、温室効果ガスの

削減に取り組む新たな国際的枠組み「パリ協定」

の運用開始、政府による 2050 年のカーボンニュ

ートラル宣言など、地球温暖化対策を取り巻く国

内外の状況が大きく変化したことから、令和３年

３月に本計画を改定しました。

改定した本計画に基づき、県民総参加により、

総合的かつ計画的に地球温暖化対策を推進する

とともに、PDCA サイクルを取り入れた適切な進捗

管理を行うことにより、温室効果ガスの削減目標

の達成を目指しています。

２ 基本的事項

（１）計画の位置付け

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律

第21条第３項及び高知県環境基本条例第 29条に

基づき策定したものです。

（２）計画期間等
計画期間 2017(平成 29)～2030(令和 12)年度
基 準 年 2013(平成 25)年度

（３）対象とする温室効果ガス
地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第

３項に定める以下の７種類とします。

種類 主な用途・発生源

二酸化炭素

(CO2）
化石燃料の燃焼など

メタン

（CH4）

稲作、家畜の腸内発効、廃棄物の

埋め立てなど

一酸化二窒素

（N2O）

化石燃料の燃焼、工業プロセスな

ど

ハイドロフルオロカーボン類

（HFC）

スプレー、エアコンや冷蔵庫など

の冷媒、化学物質の製造プロセス

など

パーフルオロカーボン類

（PFC）
洗浄剤や溶剤

六ふっ化硫黄

（SF6）
電気の絶縁体など

三ふっ化窒素

（NF3）
半導体の製造プロセスなど

（４）対象とする部門

温室効果ガスは、下表のとおり、部門ごとに算

定します。

（５）温室効果ガスの削減目標

削減目標 2030 年度の森林吸収量を反映した

温室効果ガスの排出量を基準年比

で

①15％以上削減（電気の CO2排出係

数を基準年で固定）

②29%以上削減（電気の CO2排出係

数変動※）

※国が「長期エネルギー需給見通し」で定めた

2030 年度の電源構成が実現した場合の電気の

CO2排出係数（電気事業低炭素社会協議会の目

標値：0.37 kg-CO2/kWh）を用いて算定

部 門 排 出 源

産業部門
製造業（工場）、農林水産業、鉱業、建設業で

使用された燃料・電力からの排出量

家庭部門 家庭で使用された燃料・電力からの排出量

業務その他

部門

事務所・ビル、商業・サービス業施設に加え、

製造業の管理部門で使用された燃料・電力から

の排出量

運輸部門
自動車、鉄道、内航船舶、国内航空で使用され

た燃料・電力からの排出量

工業プロセス

部門

セメント製造、生石灰製造などの工業プロセ

スからの排出量

廃棄物部門 一般廃棄物や産業廃棄物の焼却による排出量

その他部門

二酸化炭素以外の排出量（メタン、一酸化二窒

素、フロンガス）

家畜の飼養、廃棄物の焼却などによるメタン及

び一酸化二窒素の排出量

製造工程やカーエアコンなどからのフロンガ

スの排出量

高知県地球温暖化対策実行計画

（新エネルギー推進課）

高知県地球温暖化対策実行計画

（環境計画推進課）
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部門別の削減目標

森林吸収量の将来推計結果

３ 温室効果ガス排出量の現状
（１）温室効果ガス総排出量の推移（電気の CO2

排出係数変動）

2018（平成 30）年度の本県の温室効果ガス排出

量は総排出量8,182千t-CO2から森林吸収量1,122

千 t-CO2を差し引いた 7,060 千 t-CO2となり、基

準年度（2013 年）の排出量（8,389 千 t-CO2）から

は 1,329 千 t-CO2（15.8%）減少しました。

出典：環境計画推進課

（２）部門別排出状況の推移

４ 温室効果ガス削減などに向けた取組
温室効果ガスを削減する手法や対策は様々な

ものがあり、革新的な技術の導入時期も不確定で

すが、国や産業界などの動向を踏まえながら、低

炭素社会づくりの基盤を構築するために、計画的

かつ総合的な地球温暖化対策を推進していきま

す。

具体的な施策や取組については下図のとおり

ですが、県民、事業者など各主体の取組を積極的

に支援していくとともに、部門別削減対策、二酸

化炭素吸収源対策など各分野での効果的な削減

対策を講じていきます。

施策体系

部 門 増 減 要 因

産業部門

石炭類消費量は減少したが、電気、重油消費

量が増加したことにより、前年度比 5.6%増加

（基準年度比 4.2％増加）

家庭部門

灯油消費量は増加したが、電気、都市ガ

ス、LP ガス消費量が減少したことにより、

前年度比 15.8％減少（基準年度比 21.5％減

少）

業務その他

部門

石炭消費量は増加したが、電気、都市ガ

ス、LP ガス、石油類消費量が減少したこと

により、前年度比 3.9％減少（基準年度比

18.2％減少）

運輸部門

2010 年度以降自動車の保有台数は増加傾向

にあるが、燃費の良い自動車やハイブリッド

カー、電気自動車への買い替えが進んでいる

ことから、前年度比 6.0％減少（基準年度比

10.7％減少）

工業プロセス

部門

クリンカ製造量の減少に伴い、前年度比

2.6％減少（基準年度比では 0.6％増加）

廃棄物部門

一般廃棄物及び産業廃棄物の処理量が前年

に比べ減少したことから、前年度比 5.6％減

少（基準年度比 0.7％増加）

その他部門 前年度比 1.4％増加（基準年度比 7.9％増加）

2単位 千 t-CO：

排出区分
2013 年度
排出量
（a）

2030年度

現状すう勢
(b)

施策の強化・
充実による
効果
(ｃ)

目標排出量
（ｄ）

削減率
((ｄ)-
(a))/(ａ)

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

産業部門

農林水産業 251 323 -42 281 12.0%

建設業・鉱業 141 112 -3 109 -22.7%

製造業 2,261 3,116 -398 2,718 20.2%

家庭部門 1,421 1,257 -109 1,148 -19.2%

業務その他部門 1,471 1,328 -149 1,179 -19.9%

運輸部門

自動車 1,269 1,221 -182 1,039 -18.1%

鉄道 22 21 -1 20 -9.1%

船舶 58 42 -7 35 -39.7%

航空 63 51 -2 49 -22.2%

非
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

廃棄物
一般廃棄物 72 63 -6 57 -20.8%

産業廃棄物 79 93 -3 90 13.9%

工業プロセス 1,799 1,506 0 1,506 -16.3%

その他

メタン 211 199 -7 192 -9.0%

一酸化二窒素 284 267 0 267 -6.0%

フロン類 175 165 -58 107 -38.9%

合計 9,577 9,764 -967 8,797 -8.1%
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１ 高知県地球温暖化防止県民会議による地球

温暖化防止活動の推進

県民会議は、県民・事業者・NPO・行政などの

各主体が連携・協働して地球温暖化防止の活動

を県民総参加による県民運動として展開する

ため、平成 20年９月に設立されました。

令和３年６月時点の会員数は290団体となっ

ています。

（１）県民会議の３部会の主な活動

ア 県民部会

家庭での CO2排出量削減などの

取組について、成果を見える化し

ながら進めていき、温暖化防止活

動を行う県民をあらゆる機会を

とらえて増やす取組を推進しま

す。

主な活動テーマ

・レジ袋削減に向けた取組の推進

・公共交通エコポイント社会還元

及び普及啓発

・県民に対する地球温暖化問題の

周知・啓発

地球温暖化防止県民会議の組織図

イ 事業者部会

事業者の業務にかかわる CO2

排出量削減などの取組につい

て、その成果を見える化しなが

ら進めていき、温暖化防止活動

を行う事業者やその従業員を持続的に増やす

仕組みづくりを行います。

主な活動テーマ

・エコアクション 21 その他の環境マネジメ

ントシステムの取組推進

・省エネアドバイザーの周知・派遣

・省エネ機器導入の促進

ウ 行政部会

行政自らの温暖化対策を推進

するとともに、県民、事業者と一

体となった取組を推進します。

主な活動テーマ

・地方公共団体実行計画の策定の推進

・エコオフィス活動の推進

・グリーン購入の推進

・地球温暖化防止活動推進員の活用と連携

・県民への地球温暖化防止の啓発

地球温暖化防止県民運動推進事業

（環境計画推進課）

グリーン購入
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（２）地球温暖化対策普及啓発事業

平成 30 年度から、地球温暖化対策に関する普

及啓発を強化するために、地球温暖化対策普及啓

発事業を開始しました。

新しいホームページを開設し、テレビや SNS な

どのメディアを組み合わせて効果的な情報発信

を行い、マイバッグキャンペーンなどを実施する

ことで実際に地球温暖化対策に取り組む県民の

増加を図ります。

（３）令和２年度の３部会の主な活動実績

ア 県民部会

部会を３回開催しました。

レジ袋削減ワーキング、交通エコポイント活

用社会還元事業監理委員会などを開催し、県民

参加による温暖化防止のための取組を行いま

した。

（ア）レジ袋削減の取組

県内の事業者・団体などに呼び掛け、「みんな

で、エコアクション！マイバッグキャンペーン

2020」を実施しました。

10、11 月の２か月間、不要なレジ袋を断る取

組に 3,390 人が参加し、期間中の総 CO２削減量

は 10,208.23kg でした。

（イ）交通エコポイント活用社会還元事業

県内の小学生が校外学習などを行う際に小

学生用の「ですか」カードを無料で貸し出し、

公共交通の利用を通じた地球温暖化防止の啓

発活動を行いました。

令和２年度は、県民会議会員団体に事業への

寄付を呼び掛け 99 団体より 156.5 万円の寄付

を受けて事業を運営し、利用者数は 1,520 人で

した。

（ウ）地球温暖化問題の周知・啓発

ホームページにより情報発信するととも

に地域イベントへの出展（４か所）や学習

会（７回）を実施しました。

イ 事業者部会

部会を１回、ワーキングを１回開催しました。

エコアクション 21 その他の環境マネジメン

トシステムの取組推進では、エコアクション 21

の普及のための基礎セミナーを高知市で１回、

四万十市で１回開催し、計 28 社 30 名が受講し

ました。

省エネアドバイザーの派遣では、６社に省エ

ネアドバイザーを派遣し、事業者の省エネの取

組を支援しました。

ウ 行政部会

部会を２回、ワーキングを１回開催しました。

地方公共団体実行計画の策定、環境マネジメ

ントシステムの導入などのエコオフィス活動

やグリーン購入の推進を図りました。

地球温暖化防止活動推進員の活用と連携で

は、推進員との協働の場を広げていくため、市

町村が開催したイベントなどに 21 名の推進員

が参加し、地球温暖化防止に関する普及啓発を

行いました。

県民への地球温暖化防止の啓発では、節電・

省エネ対策に取り組み、節電の呼び掛けを 19

市町村で広報誌などを通じて実施しました。

また、レジ袋削減キャンペーンへの参加を各

市町村広報誌などで呼び掛けるとともに、県内

16 市町村と県庁の 1,247 名がレジ袋削減キャ

ンペーンに参加しました。

（４）取組に対する表彰、感謝状贈呈

県民会議の行う事業を推進するうえで、先進

的な活動や他の模範となる活動を行うなど、大

きく寄与した団体を表彰するとともに、交通エ

コポイント活用社会還元事業に寄付を頂いた

99 団体に感謝状を贈呈しました。

◎会長表彰（１団体）

受賞対象活動
独自の温暖化対策施策の推進と

温室効果ガス排出削減等の率先

行動

受賞

団体
香美市

キャンペーン 2020 ポスター
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◎部会長表彰（20 団体)

受賞対象活動
「みんなで、エコアクション！

マイバッグキャンペーン 2020」

受賞

団体

株式会社フジ

山田家

こうち生活協同組合

ステイホーム

株式会社サンプラザ

受賞対象活動
交通エコポイント活用社会還元

事業「ですかでゴー」

受賞

団体

植田興業株式会社

日興電設株式会社

幡西道路建設株式会社

有限会社築山建設

株式会社井上電工

株式会社ソフテック

仁淀建設有限会社

株式会社山興

受賞対象活動 エコアクション 21

受賞

団体

土佐新高建設株式会社

株式会社地研

有限会社有生

株式会社宮崎技建

不二電機工芸株式会社

ミタニ建設工業株式会社

高知スタンダード石油株式会社

１ フロン排出抑制法

オゾン層破壊の原因物質であるフロン類を確実

に回収、破壊することを目的として、平成13年６

月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の

実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊

法）｣が制定公布されました。

しかし、冷媒回収率の低迷や機器使用時の冷媒

の漏えいが深刻化していることなどから、フロン

類の製造から破壊・再生までの包括的な対策をと

るため、フロン回収破壊法が改正され、平成 27 年

４月１日「フロン類の使用の合理化及び管理の適

正化に関する法律（フロン排出抑制法）」が施行さ

れました。

２ 規制

フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器の

管理者は、機器の設置、使用及び廃棄などに関す

る義務などを定めた「管理者の判断基準」を遵守

することが求められています。

さらに、1年度内に 1,000t-CO₂以上のフロン類

を漏えいさせた管理者は、翌年度の７月末日まで

に、その算定漏えい量を法人単位で事業所管大臣

まで報告する必要があります。

フロン類は地球温暖化の原因となるものであり、

回収量及び充塡量を適切に把握することが必要で

すので、フロン類充塡回収登録業者への行程管理

制度の啓発などにより、回収量及び充塡量を正確

に把握するよう努めます。

フロン排出抑制法に基づく登録事業者数

（令和３年３月 31 日現在）

登録業者の種別 登録事業者数

第一種フロン類充塡回収業者 342

フロン対策 （環境対策課）
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１ 概要

環境マネジメントシステムとは、企業や自治体

などが「環境」に対する保全活動に係る経営方針

や事業方針を示し、組織的、計画的に実行し、そ

の成果を見直して継続的に改善していく取組の

ことです。

県では、高知県地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）における CO２排出量削減目標を達成する

ために「高知県庁環境マネジメントシステム」を

策定し、平成 20年４月から取り組んできました。

２ 環境マネジメントシステムの取組内容

（１）エコオフィス活動の実施

次のようなエコオフィス活動を実施しました。

ア 電気、ガス、ガソリンなどの使用量の削減

イ グリーン購入の推進

ウ 紙の使用量削減

エ ３Ｒ(ごみの減量、再使用、再資源化)の促進

（２）コツコツニュースの作成

（CO２排出量や取組状況の見える化と情報共有）

ア 「コツコツニュース」の作成

庁舎ごとに毎月、電気、水道、ガソリンなど

のエネルギー使用量や CO２排出量を把握し、そ

の量を「見える化」する「コツコツニュース」

を作成しました。

イ 省エネに関する意見やアイデアなどの情報

共有

庁舎管理責任者や、職員からの省エネに関す

る意見やアイデアなどの情報を共有し、庁舎全

体の省エネ活動につなげました。

（３）デマンド監視装置の設置

県の施設にデマンド監視装置を設置し、電力

のピークカットに取り組んでいます。平成20年

度から導入を開始し、令和元年度末で計 104 施

設にまで設置施設を拡大しました。

３ 令和元年度の取組結果

（１）目標達成状況

令和元年度の施設からの CO２排出量は、基準

年（平成 26 年度）比で 3.1％減少となりました。

減少した主な要因は、冬期の気温が平年値に

比べ高温であったことから暖房需要が低くな

り、エネルギー使用量が減少したことと考えら

れます。

（２）実施期間

平成 31 年４月１日～令和２年３月 31日

（３）実施庁舎

166 施設（本庁３、出先機関 77、県立学校 45、

県立病院２、指定管理施設 39）

 高知県庁環境マネジメントシステムの

取組 （新エネルギー推進課）

高知県庁環境マネジメントシステムの

取組 （環境計画推進課）
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（４）部局(庁舎管理責任者)別の CO２排出量

各部局における CO２排出量の主な増減理由

は以下のとおりとなっています。

・基準年と比べ大幅な増加が見られるのは、

農業振興部及び教育委員会事務局（県立学

校を除く）です。

農業振興部は、農業担い手育成センターの

ハウスや寮等の施設の増築に伴い、エネル

ギー使用量が増加（＋192,271 kg-CO２）し

たことが要因と考えられます。

教育委員会事務局（県立学校を除く）は、

オーテピア高知図書館が新設されたことに

伴いエネルギー使用量が増加したことが要

因と考えられ、旧県立図書館（基準年排出

量：141,871 kg-CO２）とオーテピア高知図

書館（令和元年排出量：471,412 kg-CO２）

を比較した場合、排出量が約３倍（＋

329,541 kg-CO２）となっています。

・基準年と比べ大幅な増加率が見られるのは、

産業振興推進部（＋42.0％）ですが、これは、

平成 29 年９月から移住促進課が事務室を

本庁舎から移転し、その排出量が産業振興

推進部に新たに計上されたためです。

・基準年に比べ増減率が大きく減少している

部局の要因としては、危機管理部は消防防

災ヘリに使用するジェット燃料の減少、地

域福祉部は、中央児童相談所が療育福祉セ

ンターに統合されたことに伴う減少、林業

振興・環境部は、環境研究センターが衛生環

境研究所に統合されたことに伴う減少など

が考えられます。
（５）部局別の CO２排出量構成比（％）

部 局 名

平成 26 年度

(kg-CO２)

(基準年)

令和元年度

(kg-CO２)

増減率（%）

令和元年度/平

成 26 年度

総務部 1,822,425 1,782,464 ▲ 2.2

危機管理部 583,734 414,040 ▲ 29.1

健康政策部 757,131 739,198 ▲ 2.4

地域福祉部 560,005 506,771 ▲ 9.5

文化生活スポーツ部 19,924 20,545 3.1

産業振興推進部 7,373 10,468 42.0

商工労働部 672,240 727,169 8.2

農業振興部 1,773,480 1,943,830 9.6

林業振興・環境部 232,907 155,004 ▲ 33.4

水産振興部 538,914 496,763 ▲ 7.8

土木部 959,291 849,874 ▲ 11.4

教育委員会事務局

(県立学校を除く)
526,125 772,998 46.9

県立学校 5,666,963 5,201,164 ▲ 8.2

公営企業局 6,343,244 6,176,695 ▲ 2.6

指定管理施設など 8,393,933 8,169,800 ▲ 2.7

合 計 28,857,689 27,966,784 ▲ 3.1
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（６）エネルギー別削減量

(７）エネルギー別 CO2排出量構成比（％）

（８）コピー用紙購入枚数

令和元年度のコピー紙の購入枚数は、基

準年と比べると 5.7％増加しています。

（９）デマンド監視装置の設置による省エネ効果

令和元年度にデマンド監視装置を設置した

104 施設において、年間最大デマンドは平成 21

年度比で約７％減少しました。また、デマンド

警報装置の設置を含む県庁全体のエコオフィ

ス活動の結果、年間電気使用量は約６％減少し

ました。

項 目
平成 26 年度

(基準年)
令和元年度

増減率（%）

令和元年度/平

成 26 年度

電気使用量

（kWh）
55,466,313 55,690,058 0.4

灯油使用量

（リットル）
1,206,677 961,037 ▲ 20.4

A重油使用量

（リットル）
609,305 565,186 ▲ 7.2

LPガス使用量

（kg）
150,747 157,686 4.6

都市ガス使用量

（㎥）
265,958 272,277 2.4

ガソリン使用量

（リットル）
583,440 535,654 ▲ 8.2

軽油使用量

（リットル）
53,618 61,262 14.3

ジェット燃料

（リットル）
214,062 142,536 ▲ 33.4

水使用量

（㎥）
746,724 694,164 ▲ 7.0

項 目 平成 21 年度 令和元年度

増減率（%）

令和元年度/

平成 21 年度

年間最大デマンド

（kW）
14,204 13,148 ▲ ７

年間電気使用量

(千 kWh)
33,790 31,548 ▲ ６

４ 高知県地球温暖化対策実行計画（事務事

業編）に係る温室効果ガス総排出量

高知県地球温暖化対策実行計画では、県の事務

事業に伴う令和２年度の温室効果ガス排出量を、

平成 26 年度比で６％削減するという目標を定め

ています。

令和元年度の総排出量は、基準年（平成 26 年

度）比で 19.8％減少しました。

高知県庁環境マネジメントシステムの結果と異

なっている理由は、契約件数の多い四国電力の電

気の排出係数が平成 26 年度（0.699 kg-CO２／kWh）

から令和元年度（0.500 kg-CO２／kWh）に改善さ

れたことを考慮していることなどによります。

※高知県庁環境マネジメントシステムと高知県地球温暖化対

策実行計画とでは、対象となる燃料や温室効果ガス排出量を

算定するための各種排出係数が異なるため、数値が異なりま

す。

・高知県庁環境マネジメントシステムでは、職員の取り組ん

だ結果を分かりやすく比較するために、排出係数を前計

画の基準年である平成 21 年度の数値で固定し算定。

・高知県地球温暖化対策実行計画では、法律に基づき各種排

出係数を各年度の実数値で算定。

詳細は、環境計画推進課のホームページに掲載し

ています。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901

/kankyoumanejimenntosisutemunituite.html

温室効果ガス

平成 26年度

排出量

(t-CO２)

(基準年)

令和元年度

排出量

（t-CO２）

増減率(%)

令和元年度/

平成 26年度

二酸化炭素 42,279 33,739 ▲20.2

メタン 360 421 16.9

一酸化二窒素 237 225 ▲5.1

ハイドロフル

オロカーボン
６ ５ ▲16.7

合 計 42,882 34,389 ▲19.8
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１ 本庁舎省エネルギー化対策事業

庁舎で最大の電力を消費している照明のうち、

執務室の照明器具について、平成 21 年度に省エ

ネルギー型蛍光灯器具に取り替えることにより、

庁舎の省エネルギー化及び CO２削減を図りまし

た。

２ 集中管理県有自動車低公害車促進事業

管財課で管理している公用車（集中管理公用車）

については、平成 21年度から平成 22年度にかけ

て、環境対応型車両（ハイブリッド）を 16台導入

(更新）し、その後の更新においても随時、環境対

応型車両を導入することで、CO２発生の抑制と併

せて燃料費など経費の削減を図りました。

また、平成 26 年３月には、民間企業から電気

自動車２台の寄贈を受け、集中管理公用車として

活用しており、集中管理公用車は 33 台のうち、23

台の車両が電動車となっています。

※電動車：電気自動車・燃料電池自動車・プラ

グインハイブリッド車・ハイブリッド自動車

３ 地上デジタル放送対応機器整備促進事業
県の庁舎に配置しているブラウン管型テレビ

受像器（210 台）について、平成 21 年度に地上波

デジタル放送の受信が可能な液晶型テレビ受像

器に更新することにより、緊急情報を遅滞なく収

集するとともに、使用電力の削減による CO２発生

の抑制を図りました。

１ 現状と課題
バスや電車、鉄道などの公共交通は、地域の暮

らしを支える大切な役割を担っています。

一方で、利用者数は年々減少し、公共交通を守

り続けるには大変厳しい状況となっています。

公共交通の大切さ・便利さを伝え、移動手段と

して選んでもらえるような呼びかけを行うなど、

公共交通を残していくための取組が必要です。

２ 施策の展開

（実施した取組）

平成 22 年 11 月から、「車ときどき公共交通」と

いうキャッチコピーで、毎月５日・20 日（土日祝

の場合は翌平日）を「こうち 520（ゴーニーマル）

運動の日」とし、この日は、まずは県職員が積極

的に公共交通を利用して通勤しよう、と呼びかけ

る、「こうち 520 運動」を行っています。

令和 2年度については、新型コロナウイルス感

染症の感染状況にも配慮しながら、「こうち520運

動」の日の前日に、庁内メールや庁内放送で、運

動に参加してもらえるよう呼びかけを行い、公共

交通の利用促進を図りました。

なお、令和２年度の「こうち 520 運動」の実績

については、次のとおりです。

【令和２年度「こうち 520 運動」実績】

＜上記参加率の計算方法＞

下記①÷②

①通常の通勤手段がマイカー又はバイクとなっ

ている通勤者（★）のうち、５日、20 日、その

他の日に公共交通（バス、電車、鉄道）」を利用

して通勤したのべ人数（上記達成人数）

②★のうち「こうち 520 運動」に参加可能な職員

数×２（※）

※520 運動は５日と 20 日なので、２をかける。

期間

達成人数
(公共交通利用

者のべ人数）
参加率

令和２年

４月１日から

令和３年

３月 31日

234 人 18.5％

本庁舎等における省エネルギー化

及びCO２削減の取組 （管財課）

エコ通勤の促進 （交通運輸政策課）
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１ 概要

県内では、国・県・市・民間企業・交通事業者

が協力し、公共交通の利用促進策としてパーク・

アンド・ライド事業を行っています。

この事業は、駅やバス停、電停の周辺に駐車場

を用意して、そこから路面電車やバス、鉄道に乗

り換えて目的地へ向かってもらうという取組で

す。

これにより、高知市中心部に流入する自動車が

抑えられ、交通渋滞の緩和や公共交通の活用によ

るエネルギーの効率的な利用、排気ガスや騒音の

低減などの環境面への効果などが期待されます。

※パーク・アンド・ライドを利用するには、路面

電車、バス、鉄道の定期券を購入するなどの条

件があります。

２ 実施した取組

令和２年度は県のホームページなどでパー

ク・アンド・ライド事業の周知を図り、公共交通

の利用促進に努めました。

なお、令和３年３月 31 日現在の利用状況は下

記のとおりです。

【路面電車利用】

駐車可能

台数

利用

台数

高知市中

心部まで

の１か月

定期料金

美術館通

駐車場
174 台 160 台 7,310 円

とさでん交通

桟橋車庫構内
31 台 24 台 7,310 円

とさでん交通

後免町駅構内
84 台 68 台 17,320 円

とさでん交通

いの車両置場
14 台 6 台 17,320 円

【バス利用】

【鉄道利用】

駐車可能

台数

利用

台数

高知市中

心部まで

の１か月

定期料金

ファミリーマート

高知横浜店構内
５台 ４台 11,760 円

駐車可能

台数

利用

台数

高知市中

心部まで

の１か月

定期料金

土佐くろしお鉄道

後免町駅構内
12 台 ９台 14,230 円

フジグラン野市店

構内
10 台 10 台 15,490 円

土佐くろしお鉄道

安芸駅構内
３台 ０台 35,910 円

土佐くろしお鉄道

田野駅構内
４台 １台 40,620 円

土佐くろしお鉄道

奈半利駅構内
３台 ２台 40,620 円

パーク・アンド・ライド（Ｐ＆Ｒ）

事業の取組 （交通運輸政策課）
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１ 現状
高知県では、人口減少や高齢化が進行し、中心

市街地が衰退するなど都市を取り巻く情勢が大

きく変化しています。

社会情勢の変化に伴う課題解決に向け、地域活

力を維持し、地域間を結ぶ公共交通の充実など持

続的な都市の形成や日常生活における移動の利

便性を確保することで、高齢者や子育て世代が安

全で安心して暮らすことができるようなコンパ

クトに集約されたまちづくりを推進することが

必要となっています。

２ 施策の概要
（１）都市計画区域マスタープランについて

都市計画の基本的な考え方について、概ね20年

後の都市の姿を展望し、広域的な視点からまちづ

くりを進めていくための方向性を示したものが

「都市計画区域マスタープラン」です。

都市計画区域マスタープランでは、都市計画の

目標、区域区分の決定の有無およびその方針、土

地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関す

る主要な都市計画決定の方針などを定めていま

す。

（２）多極ネットワーク型都市構造について

人口が減少し高齢化が進むなかで、地域の活力

を維持しつつ、暮らしやすい環境を確保するため

には、都市基盤が充実した市街地に都市機能や人

口を誘導していくことが必要です。

さらに、日常生活などに必要な機能がおおむね

徒歩などで移動できる範囲に確保された地域を

都市拠点として定め、利便性が高いコンパクトな

まちとして強化するとともに、拠点間を公共交通

を含めた交通ネットワ－クで結ぶ「多極ネットワ

ーク型都市構造」を目指すことが必要です。

（３）コンパクトなまちづくりの推進に向けて

人口減少および高齢化の進行に伴う都市の抱

える課題に対応するため、日常生活の利便性や移

動しやすい環境を構築し、コンパクトにまとまっ

た都市を形成するため、多極ネットワーク型都市

構造の形成を目指す方針を、都市計画区域マスタ

ープランに定めています。

また、都市拠点を結ぶ利便性の高い公共交通体

系の実現を目指す方針を定め、過度に自動車に依

存することなく生活できる持続可能で利便性の

高い公共交通体系の実現と、自動車を主体とした

交通体系から環境負荷の低い自転車や公共交通

利用の促進を目指します。

コンパクトなまちづくりの推進

（都市計画課）

高知広域都市計画区域における多極ネットワーク型のコンパクトな都市のイメージ
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１ 現状と課題
高知県は、沿岸部は高温多湿の蒸暑地である一

方、山間部には寒冷な地域があるなど、気候の地

域格差が大きいことに加え、台風の強風と豪雨の

厳しい気象条件に長年耐えられる住宅の建築が

求められます。

高知県住生活基本計画において、住宅分野にお

ける地球温暖化対策として、自然環境の有効活用

や太陽光などの再生可能エネルギーを利用した

設備の導入など、住宅のエネルギー消費を低減す

る設計の推進や、良質な住宅ストックとなる長期

優良住宅の普及、高知の気候に配慮した住まい方

の工夫の啓発を進め、住宅におけるエネルギー消

費の低減をめざすとともに、新築戸建て住宅にお

ける木造率の向上を図るため、県産材を使った木

造住宅の振興に取り組んでいます。

２ 実施した取組

本県では、高知の山の木（県産材）を使い、高

知の設計技術で高知の大工が創り、見守る「こう

ち健康・省エネ住宅」を地域型産業として育てる

ため、平成 25 年度から既存住宅の耐震性能や断

熱性能などの住宅の質向上を図る改修工事への

支援を開始し、これまでに 13 棟の住宅が改修さ

れています。また、平成 28 年度からは新築工事へ

の支援も行っており 14棟が建築されています。

この「こうち健康・省エネ住宅」は、県産材を

ふんだんに使い高断熱の性能を有しながらも自

然エネルギーを最大限活用するとともに、高齢者

にも優しいバリアフリー基準にも適合する木造

住宅ですが、こうした優良な木造住宅を設計・施

工することができる事業者数が、まだ十分ではな

いため、住宅の省エネルギー対策や県産材を使っ

た住宅に係る設計・施工の技術講習会などを開催

し、事業者を育成してきました。

３ 今後の取組

県産材をふんだんに使い高断熱の性能を有し

ながらも自然エネルギーを最大限活用した「安

心・快適な住まい」の良さを、多くの県民の皆さ

まに、知っていただき、この住宅の普及・促進を

図ることによって、住宅におけるエネルギー消費

の低減と県産材を使った木造住宅の振興などに

より地球温暖化対策に取り組んでいきます。

（１）安心・快適な住まいの普及・促進

住宅の木造化・木質化や温熱性能が健康と快適

性に与える影響など「安心・快適な住まい」の有

意性に関する情報を、県民の皆さまに、リーフレ

ットやホームページ等にて提供します。

また、こうした住宅を新築または改修する際の

各種支援制度や税の優遇措置などに関する情報

についても、市町村や事業者と連携し、提供して

いきます。

（２）その他の取組

中山間地域などで増え続けている利用目的の

ない空き家は、耐震性が不足しているだけでなく、

温熱性能も劣っている場合が多いため、リフォー

ムと併せて耐震改修、断熱改修、バリアフリー化

を実施し、効率よく付加価値を付けて再生するこ

とにより、移住希望者向け住宅などとして活用す

るなど、市町村や事業者と連携した取組を進めま

す。

こうち健康・省エネ住宅（内観）

事業者を育成するための技術講習会

省エネ住宅の推進 （住宅課）
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１ 現状と課題

木は成長する過程で、光合成により大気中の二

酸化炭素を吸収し固定します。このため、森林か

ら伐採された木材を住宅などの建築資材として

利用することは、大気中の二酸化炭素を固定し続

けることになります。

また、木材は、鉄やコンクリートに比べて、材

料を製造する際の二酸化炭素放出量が少ないこ

とから、建築資材として木材を選択することは、

二酸化炭素の排出削減になります。

このようなことから、建築資材への木材利用は、

中山間地域の活性化だけでなく、地球温暖化対策

としても貢献することになります。

高知県には豊富な森林資源がありますが、住宅

（戸建て）における木造率は 93.5％（令和２年度）

と全国平均を上回っているものの、非住宅分野で

ある公共建築物の木造率は 44.6％（令和２年度）

となっており、木材の需要を拡大していくことが

重要です。

２ 施策の展開
（１）実施した取組

ア 住宅分野

住宅においては、県内産乾燥木材を構造材に使

用することを条件とした「こうちの木の住まいづ

くり助成事業」による支援を継続的に行い、良質

で長持ちし、安心して生活できる木造住宅の普及

と県産材の利用促進を図っています。

これまでの取組により、県産材を使用した木造

住宅への助成事業は定着しており、平成 16 年度

からの前身事業も含めると、助成件数累計で約５

千戸となりました。継続的な取組により、戸建て

住宅の木造率も平成 24 年度からは全国平均を上

回っています。

こうちの木の住まいづくり助成事業

イ 非住宅分野

「公共建築物等における木材の利用の促進に

関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等の

年 度 H27 H28 H29 H30 R 元 R２

戸数（計） 350 410 347 313 322 291

新築・増築 346 404 337 303 309 276

リフォーム ４ ６ 10 10 13 15

ための建築物等における木材の利用の促進に関

する法律」に改正され、令和３年 10月１日から施

行されます。

これに伴い、木材利用促進の対象が公共建築物

から一般建築物に拡大され、県の「県産材利用推

進方針」も改正することとしました。

県有施設の建築については、原則木造化として

取り組んでおり、令和２年度に建築した県有施設

の木造化率は、100％（５件中５件が木造化）とな

っています。

また、新たな木材需要の拡大を目指して、本県

では平成 25 年度に全国に先駆けて CLT の普及の

取組を開始しました。

CLT は新たな木質建築資材であり、建築物に使

用するにあたっては様々な課題を解決する必要

があるため、設計段階での課題を洗い出し、実施

設計に必要な実証実験などについて支援を行い

ました。

この他に、フォーラムや技術講習会の開催、CLT

建築物の見学会を開催するなど、CLT 建築の普及

促進・技術向上にも取り組んでいます。こうした

取組により、県内では 30 棟（令和３年３月末現

在）の CLT 建築物が完成しています。

これらの施設では木造化に際してCLTに限らず

一般の製材品なども多く使われており、木材全般

の需要拡大につながっています。

（２）実施しようとする取組

住宅分野では、令和元年度から「こうちの木の

住まいづくり助成事業」の木材を対象に JAS 製材

品への支援を開始しており、品質の保証された県

産木材の利用拡大を目指します。

また、非住宅分野では、県有施設の木造化を引

き続き進めるとともに、市町村などに対しても

CLT 建築物をはじめとする木造施設の紹介などを

行い、木造公共施設をはじめ、民間施設における

木材利用を推進します。

このような木材利用の推進の取組を通じ、地球

温暖化防止にもつなげていきます。

CLT 建築などの県産材利用推進の取組

（木材産業振興課）

高知県心の教育センター
（令和２年６月完成［CLT を壁に利用］延べ床面積 806m2）



27

2021 地球温暖化への対策

１ 概要
（１）「新エネルギー」とは

地球温暖化への対応やエネルギー安全保障の

観点から、太陽光や風力といった再生可能エネル

ギーが注目されています。

再生可能エネルギーとは、常に自然のなかに存

在し、繰り返し利用できるエネルギーのことです。

このうち、新エネルギーは技術的に実用段階に

あるものの、経済性の面で普及が十分でないもの

を指します。

図 新エネルギーの種類

資料：「分かる新エネ」パンフレット（資源エネルギー庁）

（２）新エネルギービジョン（2021年度～2025年

度）

県では、平成23年３月に「高知県新エネルギー

ビジョン」を策定し、平成28年３月の改定を経て、

令和２年度までの10年間にわたり高知県の自然

条件などの強みを生かし、太陽光発電や木質バイ

オマス発電などの新エネルギーの導入を進めて

きました。

こうした取組により、太陽光発電を中心に新エ

ネルギーの導入が進んできましたが、国のエネル

ギーを取り巻く環境の変化とともに、送電網の脆

弱性による事業化の断念など、課題があります。

こうした現状を踏まえ、令和３年３月に「高知

県新エネルギービジョン」を改定し、新エネルギ

ーのさらなる導入促進に取り組んでいます。

ア 高知県が目指す将来の再生可能エネルギー

利用の姿

イ 取組の全体像

新エネルギーの導入促進

（新エネルギー推進課）

新エネルギーの導入促進

（環境計画推進課）
高知県産100%！

自然エネルギーあふれる「こうち」の創造
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ウ 高知県の強み（豊富な地域資源）

（ア） 全国１位の森林率

（イ） 全国10位の日照時間

（ウ） 全国２位の降水量

（エ） 条件の良い風況

※風速６m/s以上が風力発電に適している

出典：NEDO 局所風況マップ

（３）県内の導入状況（令和２年12月末時点）

ア 太陽光発電

出典：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト

イ 風力発電施設（20kW以上）

※県が把握しているもの

ウ 小水力発電施設（1,000kW以下）

※県が把握しているもの

エ 木質バイオマス発電施設

※バイオマス比率考慮あり

出典：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト

件数 導入規模

10kW 未満 19,190 90,267kW

10kW 以上 4,446 360,732kW

うちメガソーラー(1,000kW 以上) 80 182,025kW

市町村 名称 事業実施主体 出力

大豊町

ユーラス大

豊ウインド

ファーム

ユーラス大豊

風力

18,370kW

（計８基）

梼原町
梼原風力発

電所
梼原町

600kW

×２基

香美市
甫喜ヶ峰風

力発電所
高知県

750kW

×２基

津野町
葉山風力発

電所

葉山風力

発電所

1,000kW

×20基

大月町
大月ウィン

ドファーム

大月ウィンド

パワー

1,000kW

×12基

大月町

大洞山ウィ

ンドファー

ム

グリーン

パワー大月

3,000kW

×11基

市町村 名称 事業実施主体 出力

安芸市 名村川発電所 四国電力 420kW

室戸市 吉良川発電所 四国電力 256kW

四万十町 松葉川発電所 四国電力 320kW

香美市 新改発電所２号機 四国電力 800kW

越知町 桐見ダム管理用発電 高知県 600kW

宿毛市 中筋川ダム管理用発電 国土交通省 300kW

四万十町 津賀発電所３号機 四国電力 550kW

大川村 白滝発電所
大川村ふるさ

とむら公社
60kW

梼原町 梼原町小水力発電所 梼原町 53kW

大川村 大平発電所 住友共同電力 150kW

馬路村 馬路村小水力発電所 馬路村 145kW

香美市 山田分水工発電所
山田堰井筋

土地改良区
90kW

三原村 三原村ふるさと発電所
NPO 法人いき

いきみはら会
116kW

市町村 名称 事業実施主体 出力

高知市 土佐発電所
土佐グリーン

パワー
6,300kW

宿毛市
宿毛バイオマ

ス発電所

グリーン・エ

ネルギー研究

所

6,500kW

須崎市
高知工場第１

発電所

住友大阪セメ

ント
25,730kW

83.8

81.2

78.8 78.2 77.9
76.9 76.7 76.5 75.9 75.7

70.0

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

86.0

（％） 全国平均：67.2％

図 森林率（上位 10 位）

資料：林野庁「都道府県別森林率・人工林率（平成29年）」

2,391 2,381

2,331 2,326
2,308

2,290 2,289 2,278 2,266 2,265

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400
全国平均：2,070時間

（時間）

図 年間日照時間（上位 10 位）

資料：日本統計年鑑（平成 30年）

図 年間降水量（上位 10 位）

3,168
3,093

2,766 2,751
2,632

2,470 2,442 2,397

2,184
2,087

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200
全国平均：1,778mm

（mm）

資料：日本統計年鑑（平成 30年）
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（４）福祉避難所等太陽光発電設備導入事業

再生可能エネルギーの導入促進にあたっては、

自家消費を行う太陽光発電の普及を図ることも

一つの方法です。

太陽光発電は、大規模災害などで発生する停電

時に非常用電源として使える利点を持つため、県

の課題である災害対策にも役立ちます。

そのため、太陽光発電設備の普及促進や啓発を

図るために、災害発生時には重要な役割を担う福

祉避難所や病院などが太陽光発電設備と蓄電池

を設置する事業に対して補助を行っています。

令和２年度は、１施設に補助金の交付を行いま

した。

（５）再生可能エネルギーを活用した地域メリッ

トの創出

再生可能エネルギーの導入促進にあたって、系

統の制約などにより、発電所を建設したくても系

統の増強を行わなければ送電線に接続できない

という課題があるなか、さらなる導入促進を図っ

ていくためには、地域における再生可能エネルギ

ーの地産地消が必要となっています。

また、地域内での経済循環や、災害時のレジリ

エンス強化といった効果も期待できることから、

再生可能エネルギーの地産地消に係る取組を推

進していく必要があります。

（６）太陽光発電施設の設置・運営等に関するガ

イドライン

太陽光発電の導入が進むなか、太陽光発電施設

の設置・運営そのものに関する法令などがなかっ

たことなどから、全国で地域住民などと太陽光発

電事業者との間でトラブルが発生しており、本県

においても問題となるケースが生じました。

そのため、事業実施にあたって、法令などの規

制が無い場合でも遵守していただきたい事項を

例示し、太陽光発電事業が地域と調和した事業と

なるよう事業者が自主的に取り組むことを目的

として、平成 28年３月に太陽光発電施設の設置・

運営などに関するガイドラインを策定しました。

環境影響評価法及び高知県環境影響評価条例

の対象に太陽光発電が追加されたことに伴い、地

域への事前説明等を事業計画作成の初期段階か

ら行うよう、令和２年８月 11 日にガイドライン

の改定を行いました。

＜ガイドラインにより追加する事業化のフロー＞

ガイドラインで

追加するフロー通常のフロー

①慎重な用地選定

②市町村への事業内

容の事前届出等

③地域への事業内容

の事前説明・協議

④地域との施設の施

工・維持管理・廃

棄等に関する合意

形成

用地選定・発電

規模等の検討

設計・事業計画検討

事業計画認定等

工事の着手までに地域の合意を得る

施工

⑤適切な施工・維

持管理・廃棄等維持管理

廃棄



30

2021 地球温暖化への対策

１ 太陽光発電システム（のいち動物公園）
平成７年度にのいち動物公園の駐車場に設置し

た太陽光発電システムにより、県民に環境意識の

啓発を図るとともに、太陽光発電の実用性を広く

社会にＰＲし、令和２年度は次の業務を行いまし

た。

（１）発電事業

太陽光発電により発生する電力は公園全体の電

力量に対して４～５％程度を補填しました。

令和２年度実績：約81千kWh

（２）啓発活動

来園者用発電表示板により発電状況をリアルタ

イムに表示して、環境問題に関心をもってもらう

ようにしています。

太陽光発電システム（のいち動物公園）

２ グリーンニューディール基金事業

本県では、平成 25年度に国の二酸化炭素排出抑

制対策事業費等補助金を原資として「高知県グリ

ーンニューディール基金」を造成し、当基金を活用

して、平成 27 年度までに 13 の県有施設に太陽光

発電設備などの整備を行いました。

施設名称
施設について
(設備・用途など)

太陽光発電

出力（kW）

県立春野総合運動公園 体育館・

グラウンド

など

10

県立青少年センター 10

中央東土木事務所

土木事務所

など

10

伊野合同庁舎 10

須崎第二総合庁舎 10

中村合同庁舎 10

※太陽光発電の他、全施設に蓄電池も整備し、さらに一部

施設には照明設備なども整備しています。

いずれの施設も県の災害対応の拠点施設や福

祉避難所に該当し、非常用電源としての活用はも

とより、平常時は自家消費に充てることで CO2削

減に貢献しています。

中央東福祉保健所に設置された太陽光発電パネル

３ こうち型地域還流再エネ事業

再生可能エネルギーにより発電された電気を

電力会社が一定の期間・価格により買い取る固定

価格買取制度が、平成 24 年７月に開始されまし

た。

県では、この固定価格買取制度の追い風を最大

限に生かすため、県と地元市町村、県内企業など

が共同で発電事業会社を設立し、得られた利益を

地域に還流させる「こうち型地域還流再エネ事業」

の取組を行っています。

県が出資を行うなど、主体的にかかわり、市町

村や県内事業者に事業ノウハウを持ってもらう

ことで、資金調達などのハードルを引き下げ、や

る気のある市町村や民間企業の発電事業への参

入を促進します。

地元市町村は、発電事業に主体的に参画するこ

とで、発電事業で得た配当収入を、エネルギー施

策や地域経済の活性化などの地域の取組に役立

てています。また、県内の民間企業においては、

施工、保守管理などの受注機会の拡大やノウハウ

の蓄積などが期待されます。

施設名称
施設について
(設備・用途など)

太陽光発電出力

（kW）

高知若草養護学校

学校

20

中村特別支援学校 20

山田特別支援学校 10

日高特別支援学校 10

幡多総合庁舎
福祉保健所

など

10

中央東福祉保健所 10

中央西福祉保健所 10

合計 150

太陽光発電事業

（公園下水道課・のいち動物公園、環境計画推進課）
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この事業スキームを活用し、６市町村７か所に

おいて、合計約 11MW の太陽光発電事業に取り組

んでいます。

※こうち型地域還流再エネ事業スキーム

市町村 出力規模
想定

発電量
発電開始

安芸市 約 5.2MW
約 540 万 kWh
一般家庭

約 1500 世帯分

平成 26 年

11 月 21 日

土佐町 約 1.2MW 約 128 万 kWh
一般家庭

約 350 世帯分

平成 27 年

４月 １日

佐川町 約 1.4MW 約 142 万 kWh
一般家庭

約 400 世帯分

平成 26 年

10 月 17 日

黒潮町 約 0.5MW 約 67 万 kWh
一般家庭

約 180 世帯分

平成 26 年

10 月 20 日

日高村 約 1.4MW 約 147 万 kWh
一般家庭

約 410 世帯分

平成 27 年

１月 19 日

土佐

清水市
約 1.2MW
※２か所合計

約 125 万 kWh
一般家庭

約 350 世帯分

平成 27 年

４月 ７日

平成 27 年

５月 25 日

４ 県有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業

再生可能エネルギーの導入促進と産業振興に

寄与することを目的として、県内事業者が行う中

小規模の太陽光事業を支援するため、県有施設の

屋根を活用した太陽光発電事業を県内６施設に

おいて実施しています。

普段発電した電力は固定価格買取制度により

売電されていますが、災害時に停電が発生した場

合には、施設に供給されるようになっています。

甫喜ヶ峰森林公園及び森林技術センターにつ

いては、環境学習などに活用できるよう、発電量

などを表示することができるモニターを設置し

ています。

甫喜ヶ峰森林公園に設置されたモニター

施設名称 発電開始日
太陽光発電

出力（kW）

甫喜ヶ峰森林公園

平成 28 年

11 月 16 日

19.8

森林技術センター 19.8

伊野商業高等学校 39.6

佐川高等学校 19.8

山田高等学校 平成 28 年

11 月 17 日

49.5

中芸高等学校 49.5

合計 198

県内
民間企業等

1/3～1/2未満

市町村
1/3～1/4

県
1/3～1/4

①県が、市町村と
調整し 候補地を

選定

②県と市町村が
協定を締結

（プロポーザル実施、
共同出資等）

③県が事業主体
（出資による参画

及び運営主体）を
プロポーザル公募

④審査会を経て県内
民間企業を決定

出資のほ
か、各種

下請けとして
の参画

⑤県、市町村、
民間企業が

協定を締結

発電事業
主体

地域団体
地域企業

地域
金融機関

共同
出資

融資

運営主体
（管理委託）

収益
配当

配当は地域サー
ビスに活用
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１ 概要

風力発電は、風の力で風車を回して発電する方

式です。自然の風をエネルギーとして利用し発電

を行うため、二酸化炭素を排出しないなど環境に

優しいクリーンな発電方法として、全国各地で風

力発電所が建設されています。

日本では再生可能エネルギーの開発・導入の促

進に向け、平成 24 年７月に「再生可能エネルギー

固定価格買取制度」が開始され、発電設備の導入

が加速しました。また、風力発電については、平

成 31 年４月に「海洋再生可能エネルギー発電設

備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」

が施行され、洋上を含めた開発可能エリアの拡大

に伴い更なる導入量の拡大が期待されます。

■風力発電の全国導入実績(令和2年12月末時点)

・総設備容量：448 万 kW、導入件数 1,920 件

■高知県内導入実績（上記同時点）

・総設備容量：86,426kW、導入件数 24件

（※出典：経済産業省資源エネルギー庁ＨＰ‐

「なっとく！再生可能エネルギー 固定価格買取

制度 設備導入状況の公表」）

一方、風力発電所は、設置に当たり開発許可や

建築物としての耐震基準といった様々な規制を

クリアする必要があります。また、鳥獣類や自然

景観への影響、住民生活に及ぼす騒音など周辺環

境にも配慮が必要となります。そのため、事業の

計画段階で、環境に対する影響の事前調査及び評

価（環境アセスメント）が義務付けられており、

発電事業と地域環境（自然・人間社会）との調和

も事業計画における重要なテーマとしてあげら

れます。

このように課題もありますが、風力発電はクリ

ーンエネルギーのひとつに位置付けられ、地球温

暖化対策に貢献するものとして積極的に取り組

んでいく必要があります。

甫喜ヶ峰風力発電所（香美市土佐山田町）

１ 現状と課題
木質バイオマスの有効利用は、カーボンニュー

トラル※の特性による二酸化炭素の削減効果や林

業・木材産業の振興につながるとともに、化石燃

料に支払う対価の県外、海外への流出を抑制して、

エネルギーと資金が地域で循環する流れに変え

ていくことにより地域経済への波及効果が期待

されます。

このため県では、令和２年度からの「第４期高

知県産業振興計画」の産業成長戦略（林業分野）

の柱の一つ「木材産業のイノベーション」の中で

「森の資源を余すことなく活用」を位置づけ、小

規模木質バイオマス発電所の整備や幅広い分野

への木質バイオマスボイラーなどの導入を目指

した取組を進めています。

これまで県内で施設園芸を中心に導入された

木質バイオマスボイラーによる重油削減量は、県

の試算では年間で約 6,369kl となり、この二酸化

炭素排出削減量は約 17,260t-CO2で、約 3,275 世

帯分の排出量にあたります。

一方で、木質バイオマスエネルギーの利用に関

しては、原木の確実な調達による木質燃料の安定

供給が不可欠です。そのため、県内林業関係者と

連携しながら、原木が安定的に供給できる体制づ

くりを懸命に行っているところです。

２ 施策の展開

（１）実施した取組

ア 木質バイオマスボイラーの普及拡大

平成 21 年度から木質バイオマスボイラーの積

極的な導入に取り組み、令和 2年度末現在では累

計287台となり全国屈指の導入台数となっていま

す。

また、木質燃料製造用の原木仕入れコスト支援

や木質燃料の供給コスト支援などを実施しまし

た。

イ ペレット製造施設の整備

需要の拡大に併せて、県内におけるペレット製

造施設の整備にも取り組みました。県内のペレッ

ト製造施設は現在５施設あり、それらの製造能力

は県内需要を充足しています。

ウ 木質バイオマス発電の整備

これまでの熱利用に加えて、電力の固定買取制

風力発電 （公営企業局電気工水課） 木質バイオマスエネルギーの利用

（木材産業振興課）
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度を活用した木質バイオマス発電２施設(専焼)

が、平成 27 年から運転を開始したことにより、低

質材の需要が大幅に拡大しました。

（２）実施しようとする取組

木質バイオマス利用を取り巻く状況は、これま

での建築・製紙における利用や熱利用に発電が加

わったことにより、環境が大きく変わってきてい

るところですが、未利用材など森林資源を余すこ

となく活用することは、森林整備を促進し、本県

の山村地域の活性化につながる重要な取組です。

今後もこうした動向を見据えながら、木質バイオ

マスの有効活用によるエネルギーの地産地消の

取組を積極的に進めていきます。

木質バイオマスボイラーの導入先として約８

割が農業利用となっており、今後は多様な業種へ

の利用拡大を図っていく必要があります。

また、今後の新たな方向性として、熱電併給に

よる小型の木質バイオマス発電の整備など、小規

模な地域での木質バイオマスの利用拡大に取り

組み、エネルギーの地産地消と二酸化炭素の排出

削減を推進していきます。

木質ペレットボイラー（芸西村）

※

二酸化炭素をは

じめとする温室効

果ガスの排出量か

ら、森林などによる

吸収量を差し引い

た実質的な温室効

果ガスの排出量を

ゼロにすること。


